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平成 30 年９月に起きた北海道胆振東部地震、又は、自宅や事業所の転居に
伴い、一時的に経路が複数となった方については、今後も同様の状況が継続
すると考えられないため、本特例措置の対象外とさせていただきます。 
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参考資料）助成率の考え方について 

①利用する公共交通機関のすべてで運賃割引が適用される場合…25％ 

※ただし、月の通所日数が 20 日を超えた場合、以降の通所日数分は 50％ 

に引き上げを行います。 

②利用する公共交通機関に、運賃割引の適用がないものを含む場合…50％ 

  

運賃割引の適用状況（黄色は適用、黄緑は適用なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※乗継割引は、地下鉄とバスか市電を乗り継ぐとき、運賃割引区分が同じとき適用されます。 

乗継割引適用…黄色⇔黄色、黄緑⇔黄緑  乗継割引非適用…黄色⇔黄緑  

※複数の公共交通機関を使用する場合の例 

障がい種別・利用交通機関   助成率 

例１ 身体障がい・地下鉄とバス ⇒ 25％（20 日超えた分は 50％） 

 

例２  精神障がい・地下鉄とバス ⇒ 50％ 

 

例３ 精神障がい・地下鉄と市電 ⇒ 25％（20 日超えた分は 50％） 

 

例４ 知的障がい・地下鉄とＪＲ ⇒  50％ 

 

例５ 精神障がい・地下鉄とＪＲ ⇒  50％ 

 
例６ 手帳なし・地下鉄と市電  ⇒  50％ 


